
◆
「
成
長
」
の
た
め
の
成

長
を
繰
り
返
し
て
き
た

「
資
本
主
義
経
済
」
は

「
過
剰
」
と
「
強
欲
」
を

生
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出

現
し
た
格
差
社
会
の
中
で

危
う
い
経
済
の
道
を
辿
り
始
め
た
。
格
差

の
上
に
成
り
立
つ
「
経
済
」
は
決
し
て

人
々
の
価
値
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
い
。

人
を
幸
せ
に
出
来
な
い
社
会
は
、
や
が
て

破
綻
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
「
成

長
」
に
よ
る
「
過
剰
」
が
臨
界
点
に
達
し

た
と
き
「
資
本
主
義
経
済
」
は
終
焉
を
迎

え
る
（
資
本
主
義
の
終
焉
と
歴
史
の
危

機
：
水
野
和
夫
）
。
◆
医
療
経
済
も
例
外

で
は
な
い
。
〝
理
想
の
医
療
経
済
〞
を
語

る
と
き
、
患
者
と
医
療
者
の
双
方
に
と
っ

て
「
価
値
の
共
有
」
は
最
低
限
の
前
提
条

件
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
経
済
の
根
底

と
な
る
医
療
保
険
制
度
は
〝
疾
病
〞
と
い

う
人
々
の
不
幸
の
上
に
成
り
立
つ
経
済
シ

ス
テ
ム
で
あ
り
、
〝
健
康
〞
と
い
う
「
価
値

の
共
有
」
は
な
い
。
人
々
を
幸
せ
に
す
る

は
ず
の
医
療
が
一
つ
の
制
度
に
よ
っ
て
、

そ
の
価
値
を
歪
め
「
価
値
の
共
有
」
を

失
っ
た
と
き
医
療
保
険
制
度
を
基
盤
と
す

る
そ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
や
が
て
崩
壊
す

る
。
◆
現
在
の
医
療
保
険
制
度
が
年
金
な

ど
の
疲
弊
し
た
社
会
保
障
制
度
と
と
も
に

現
状
の
ま
ま
今
後
成
長
、
維
持
で
き
る
と

は
到
底
思
え
な
い
。
国
の
政
策
は
移
り
ゆ

く
時
代
と
社
会
の
中
で
変
化
す
る
。
「
保

険
で
よ
り
良
い
医
療
」
の
〝
理
想
の
医

療
〞
を
目
指
す
保
険
医
協
会
の
活
動
は
時

代
を
変
え
社
会
を
変
え
る
力
を
持
っ
て
い

る
。
そ
の
需
要
の
大
き
さ
か
ら
医
療
経
済

に
計
り
知
れ
な
い
潤
い
を
も
た
ら
す
。
同

時
に
医
療
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
変
え
、

医
療
経
済
を
よ
り
安
定
し
永
続
性
の
あ
る

方
向
に
維
持
し
て
い
く
経
済
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
機
能
を
も
ち
、
〝
理
想
の
医
療
経

済
〞
を
完
結
す
る
場
と
も
な
る
。(

Ｈ
Ｍ) 

 

※ 基準平均点とは、病院で県平均の

1.1倍、診療所で県平均の1.2倍の点数
のこと。高点数による集団的個別指導、

個別指導は、レセプト１件当りの平均点

数が基準平均点を超える医療機関より

選ばれることになっている。 
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主な記事 

28改定各科からの声<歯科>/歯科の施設基

準…2面、協同組合ニュース…3～4面、歯科

の個別指導指摘事項④…5面、保険かわら

版/理事会だよりほか…6面 

 ７月10日投開票の第24回参議院選挙が

行われる。長野県保険医協会では、規

約で会員個人の思想信条、政党支持は

自由であると明

記しており、特

定の政党や候補

者の推薦はしないが、これまで国政選

挙において公示前に社会保障分野や本

会の活動に関わる各予定候補者の政策

について会員に情報提供を行ってき

た。今回も同様に公示前に長野県選挙

区の立候補予定者にアンケートを実施

して医療政策等に関する質問項目への

回答と「医療

政策に関する

自由意見」を

求めた。アンケートは６月上旬に郵送

で依頼し、20日期限の回答結果を21日、

会員に資料として情報提供し、選挙中

も見られるホームページにもあげた。 

 今年度の指導計画(件数等)について

は本紙423号で紹介したが、その後、６

月９日に選定委員会の資料及び議事録

等が開示された。選定委員会は３月１

日に関東信越厚生局長野事務所で行わ

れた。今号では医科関係、次号で歯科

関係について紹介する。 

集団的個別指導 

 集団的個別指導は医科で73件(病院

７、診療所66)の医療機関が選定され

た。病院は機能別に３区分、診療所は

診療科を基準とした12区分の類型区分

よりそれぞれ選定される。選定におい

ては、類型区分ごとに、レセプト１件

当りの平均点数が基準平均点(※）を超

え、かつ、類型区分ごとの概ね上位

８％以上に該当する医療機関が選定対

象となる。 

 類型区分ごとの上位８％の合計は医

科全体で104件だが、①平成26年度及び

平成27年度に集団的個別指導、個別指

導又は新規個別指導を実施の医療機

関、②取扱い件数の少ない医療機関、

③今年度の新規個別指導に該当する医

療機関は選定対象から除外され、結果

として73医療機関となった。 

 今年度も面接懇談部分＝個別部分は

省略して、共通的事項＝集団部分のみ

を講習会形式で行うとされている。 

自院の平均点数は開示可能 

 医療機関ごとの平均点数について、

医科診療所は院外処方の有無で区分し

て、院外処方有りの場合は類型区分ご

とに一定の調整（加算）をしている。

自院の平均点数は各院所から厚生局へ

表．平成28年度医科　集団的個別指導、個別指導の選定数と指導計画数

H27 H26

一般病院 86 6 6 54,580 53,856 50,885 3 3 0 0 3 0
精神病院 16 1 1 40,018 39,612 38,256 1 0 0 0 0 0
臨床、大学、特定 26 2 0 64,076 64,053 64,128 1 1 0 0 1 0
内科（その他） 468 37 25 1,410 1,436 1,460 18 18 0 2 16 0
内科（支援診） 209 16 16 1,548 1,564 1,591 8 5 0 1 4 0
内科（透析） 25 2 2 6,770 6,401 6,449 1 1 0 0 1 0
精神・神経科 42 3 2 1,436 1,361 1,453 1 1 0 0 1 0
小児科 62 4 3 995 1,019 997 2 1 0 0 1 0
外科 84 6 5 1,651 1,573 1,580 3 3 0 0 3 0
整形外科 106 8 3 1,356 1,412 1,441 4 3 0 1 2 0
皮膚科 49 3 3 701 704 714 1 0 0 0 0 0
泌尿器科 21 1 1 2,030 1,708 1,672 1 1 0 0 1 0
産婦人科 50 4 0 1,110 1,109 1,060 2 1 0 0 1 0
眼科 85 6 3 1,124 1,091 995 3 3 0 0 3 0
耳鼻咽喉科 63 5 3 839 863 839 2 0 0 0 0 0
合計 1,392 104 73 55 41 0 4 37 0

情報
提供

再指
導

高点
数

その他（病院は県平均×1.1、診療所は補正
後県平均×1.2の各値）

集団的個別指導の選定 個別指導の選定
基準平均点

（A）×
0.04

選定保
険医療
機関数

選定医療機関数の内訳
今回

参考
類型区分

保険医
療機関
数(A）

（A）×
0.08

選定保
険医療
機関数

の開示請求で知ることができる。開示

請求等のご相談は保険医協会まで。 

個別指導 

 新規指定以外の理由による個別指導

は医科で41件(病院４、診療所37)が選

定された。今年度の個別指導では、情

報提供によるものの選定はなく、①前

回の個別指導の結果が再指導だった医

療機関として４件（診療所４件）、②

高点数医療機関として37件（病院４、

診療所33）が選定された。②の高点数

の選定方法は、26年度に集団的個別指

導を受けた医療機関で、27年度もなお

高点数（類型区分ごとの上位４％）に

該当する医療機関とされている。 

 なお、年度途中に「情報提供による

もの」が生じた場合は、あらためて選

定委員会が開かれて追加の選定が行わ

れる。 

新規個別指導 

 新規個別指導は、新規指定より概ね

６ヵ月を超える医療機関について個別

指導とは別枠で実施するとされてい

る。今年度の医科は29件で、平成27年１

月から平成28年２月に新規指定された

医療機関が選定されている。 

共同指導 

 共同指導は、厚生労働省が地方厚生

局及び県の協力のもとに行う個別指導

であり、今年度の長野県では医科の共

同指導が予定されている。３月１日の

選定委員会の時点では、日程の関係で

候補として高点数の医療機関（集団的

個別指導を受けた医療機関のうち、翌

年度もなお高点数に該当するもの）よ

り４病院を選定した。その後、厚労省

の３月22日付け通知で長野県では６月

に医科共同指導が２件とされた。 

 

 ｢知ってトクする！

医療･介護･税金の負

担軽減策2016年版｣(写

真)が保団連から発行

され、長野県保険医協

会では会員に１冊配

布した｡  
  パンフレットは医

療、介護の負担増や年

金の切り下げの中、既存の制

度を活用して少しでも患者さ

 
んの負担を軽減することを

目的に発行されている。「ど

うすれば利用できるの？」

「どんな人が利用できる

の？」そんな疑問に答えて

いる。Ａ５判27ページ。待合

室等で是非ご活用くださ

い。 

 追加注文は１冊20円(送

料込)10冊単位で受け付中、本紙題字左

の協会まで。既に800冊程が出荷済。 

 


